
 

 

いのち支える八戸市自殺対策計画（第２期）について 
 

１．第 2期計画の趣旨 

平成 28年に自殺対策基本法が改正され、市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県

自殺対策計画並びに地域の実情を勘案し、市町村自殺対策計画を策定することが義

務付けられ、令和元年 11 月に「いのち支える八戸市自殺対策計画」（以下「現行計

画）という。）を策定している。「現行計画」の計画期間は令和元年度から６年度まで

と終期を迎えることに加え、令和４年度に示された新たな「自殺総合対策大綱」を踏

まえ、令和７年度からの第２期計画を今年度中に策定する。 
 

 

２．スケジュール 

  令和６年 ７月 自殺対策庁内検討会議①・自殺対策ネットワーク会議① 

自殺の現状と課題を共有し、基本方針について検討する 

 ８月 自殺対策推進本部① 

自殺対策庁内検討会議及び自殺対策ネットワーク会議での検討

を踏まえ、基本方針を決定する 

 11月 自殺対策庁内検討会議②・自殺対策ネットワーク会議② 

                     素案について検討する 

  12月 自殺対策推進本部② 

素案内容を報告し、原案として決定する 

  令和７年 １月 パブリックコメント 

原案について意見を聴取する 

 ２月 自殺対策庁内検討会議③・自殺対策ネットワーク会議③  

  パブリックコメントへの対応状況を報告し、最終案について 

検討する 

 ３月 自殺対策推進本部③ 

          最終案について報告し、計画を決定する 

【現行計画】

基本施策

①地域におけるネットワークの強化

②自殺対策を支える人材の育成

③住民への啓発と周知

④生きることの促進要因への支援

⑤児童生徒SOSの出し方に関する教育

重点施策

①高齢者対策

②生活困窮者対策

③勤務・経営対策

八戸市の

「いのち支える

八戸市自殺

対策計画」

（第２期計画）

国の大綱、県の計画を勘案 

 

【大綱で位置づける新たな施策】 

① 子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化 

② 女性に対する支援の強化 

③ 地域自殺対策の取組強化 

④ 総合的な自殺対策の更なる推進・強化 

【いのち支える青森県自殺対策計画（第２期）】 
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地域保健医療対策協議会資料２ 

令 和 ６ 年 ８ 月 ６ 日 

こども健康部保健予防課 


